
「No」も「Yes」も自分の意見をはっきり伝える時代になりましたね。

私たち自身もアップデート（更新）しながら、これからの生き方も考えていきましょう！

大村市男女共同参画推進センターだより

【１】 強制性交等罪は「不同意性交等罪」に名称変更！
「暴行」・「脅迫」・「障害」・「アルコール」・「薬物」・「フリーズ」・「虐待」・「立場による影響力」

などが原因となって、

同意しない意思を形成したり、表明したり、全うすることが難しい状態

No と思うこと No と言うこと No をつらぬくこと

で、性交等やわいせつな行為をすると、 「不同意性交等罪」や「不同意わいせつ罪」として

処罰されます。

【２】 性交同意年齢が13歳から１６歳に引き上げられます！
１６歳未満の子どもに対して、性交等やわいせつな行為をすると、「不同意性交等罪」や

「不同意わいせつ罪」として処罰されます（※）。
（※）１３歳以上１６歳未満の場合は、行為者が５歳以上年長のときに処罰される。

【３】 わいせつ目的での１６歳未満の者への面会要求などは犯罪です！
１６歳未満の子どもに対して、次の行為をすると、処罰されます。① わいせつ目的で、うそをついたり金銭を渡すと言うなどして、会うことを要求する② その要求の結果、わいせつ目的で会う③ 性的な画像を撮影して送信することを要求する

【４】 性的な画像の盗撮は「撮影罪」です！
次の行為をすると、「撮影罪」・「提供罪」として処罰されます。① 正当な理由なく、人の性的な部位・下着などをひそかに撮影する② 正当な理由なく、１６歳未満の子どもの性的な部位・下着などを撮影する③ ①・②で撮影した画像を人に提供する

【５】 性犯罪の公訴時効期間が延長されました！
時効期間は、被害に遭った時（１８歳未満の場合は１８歳になった時）から、① 不同意性交等致傷罪など・・・２０年② 不同意性交等罪など・・・１５年③ 不同意わいせつ罪など･･･１２年 になりました

※時効の延長については６月２３日から施行されています。

いろいろ



月曜～金曜 9時～17 時（祝・年末年始休）

☆当センターにイベント・講座・相談などで来所され、

右図の駐車場をご利用の場合は無料駐車券を発行します。

【問合せ先】

大村市男女共同参画推進センター「ハートパル」
〒856-0832
大村市本町458番地 2 プラットおおむら4階（旧浜屋ビル）
TEL：0957-54-8715 FAX：0957-54-8700
E ﾒｰﾙ：danjyo-s＠city.omura.nagasaki.jp
[問合せ時間] 月～金 9時～17時（祝・年末年始休）
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一人で悩まないで！ まずはお電話ください
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もういい嫁キャンペーンは終了だ！
結婚後に豹変したモラハラ・マザコン
夫に嫁を召使い扱いする義母・・・
ヤバすぎる親子にいびられた嫁の
逆襲がいま、始まる・・・！
「モラハラ人物チェックリスト」
上谷さくら弁護士の「離婚サポート
情報」も必見です！

☆ライブラリーは登録後、

すぐに貸し出しができます！

DV

まとめて聞ける！
いろいろ相談できる！！

★子育て相談 ★お仕事相談
★教育資金・お金のやりくり
★女性の健康について
★生理について
★母子会の紹介
★女性のための
なんでも相談

前回も大好評！

キッズコーナーもあるので

安心して相談できます！

託児は事前申込が必要です

（1歳～未就学児）

8/20(日)
10時～13時
お問い合せ:080-3959-8576 ミモザおおむら
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